
国立大学法人東京農工大学諸料金に関する規程の一部改正 

現行 改正 改正理由 

 

本則 

 

本則 
 

   

(共同研究員の研究料) 

第18条 本学で受け入れる共同研究員の研究料の額は、1ヶ月あ

たり36,700円とする。 

(共同研究員の研究料) 

第18条 本学で受け入れる共同研究員の研究料の額は、1ヶ月あ

たり39,780円とする。 

 

附 則(令和2年4月1日規程第 20号) 

この規程は、令和 2年4月1日から施行する。 


